
７ 文 第 ４ ５ 号 

令和７年 12月 25日 

別記 宛 

農林水産省大臣官房長 

農林水産省所管法令等に基づく申請等の手続における旧姓使用の 

運用について（通知） 

住民基本台帳法施行令（昭和 42 年政令第 292 号）の改正により、令和元年

11月５日から住民票及び個人番号カードに旧姓（同令第 30 条の 13に規定する

旧氏をいう。）を記載することが可能となっていること、女性活躍・男女共同参

画の重点方針 2025（令和７年６月 10 日）において「婚姻により改姓した人が

不便さや不利益を感じることのないよう、引き続き旧姓の通称使用の拡大やそ

の周知に取り組む」こととされていること等を踏まえ、農林水産省ホームペー

ジにおいて別紙のとおり公表しております。 

貴職におかれましては、このことに御留意いただくとともに、関係者に対

し、この旨周知していただきますようお願いします。 
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農林水産省所管法令等に基づく申請等の手続における旧姓使用について 

 

 

令和７年 12月 25日 

 

 

 農林水産省が所管する法令等の規定（他の省庁が主管する規定を除く。）に

基づく申請、届出、通知等における旧姓（住民基本台帳法施行令（昭和 42 年

政令第 292号）第 30条の 13 に規定する旧氏をいう。以下同じ。）の使用につ

いて、下記のとおりお知らせします。 

 

記 

 
１ 申請者等が、申請、届出、通知等を行おうとする際に、旧姓併記を希望す

る場合は、旧姓を併記することができます。 
 
２ 旧姓の併記とは、申請者等の氏名欄において、戸籍氏に加えて括弧書きで

旧姓を記載することをいいます。 
 
３ 上記１による手続において、本人確認のため氏名を証明する書類の提出等

が求められている場合は、旧姓を記載した住民票の写し、個人番号カード等

の公的な証明書類を提示又は提出してください。 
 

以上  

 

 

別紙 


